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2019 年難民動向分析―韓国― 

 

 韓国は 2011 年、アジア地域初の独立した難民法を制定し、難民認定手続きの明確化、難民申請者や人道配慮による在

留許可者の法的地位、認定難民や難民申請者の生活支援などの処遇が規定された 1。  

 

1．難民申請・認定状況 

 

 
  

2019 年の韓国における難民認定申請数（以下、申請数）は 15,452 件であり、審査が行われた 10,980 件うち難民とし

て認定をされたのは 42 人（約 0.3％）、人道配慮に基づく在留許可は 231 人あった。2019 年の庇護数は前年と比べて大

幅に減少した。一次審査における難民認定数は約 3 分の 1、異議申し立てでの認定数は約 4 分の 1、人道配慮による在留

許可も 2 分の 1 以下に減少している。 

 近年、韓国の難民認定率は減少傾向にある。その理由について、難民関連訴訟に関わるイ・イル（李一）弁護士は、「難

民に対する否定的な世論を認識したためか、政府が以前より厳しい審査基準を適用している」と指摘した。2009 年から

難民支援活動と権利拡充のアドボカシーを行う NANCEN 難民人権センター（以下、ナンセン）も、多くの人道配慮が認

められた 2015 年と 2018 年は、それぞれシリア難民とイエメン難民に対する世論の関心が高まった時期と重なっており、

世論によって庇護数が増減していると指摘した 3。一方、難民認定手続きを行う法務部の関係者は「申請数が増加したた

め、相対的に認定率が低くなっただけだ」と述べた 4。 

 

2．空港収容と国家人権委員会 5の勧告 

 

 2013 年に難民法が施行され、出入国港での難民申請が可能になった。ただし、難民認定手続きの前に、難民申請の誤

用・濫用を判断する許容性審査が行われ、許容性審査の結果を待つ間は、入国許可が下りず、空港の一時待機施設に留め

置かれる。審査で不許容となった場合は取消訴訟を提訴できるが、訴訟結果の確定までの期間は送還待機室で待機する。

しかし、2017 年以降、送還待機室の利用が許されず、出入国調査課の保護室、または空港内の搭乗棟や出国場などで過

ごさせるという運用が行われている 6。これらの施設は難民申請者の滞在を想定しておらず、就寝場の不在など人権上

様々な問題がある。 

 一方、送還待機室利用者であっても、申請者の権利が保障されるとは限らない。2018 年 12 月、仁川空港にて難民申請

を行い、不許容となったコンゴ出身でアンゴラ国籍のルーレンド一家は、行政訴訟を提訴したが、約 10 カ月間に渡って

送還待機施設に留め置かれた。この間、4 人の子どもたちは教育を受けられないだけでなく、日光を浴びることすらでき

ず、食事もパンと牛乳などのみという状況に置かれた 7。これを受け、国家人権委員会は 2019 年 4 月 21 日に「難民審査

関連訴訟などで空港に長期滞留する未成年の難民申請者の人権保護のために、児童の優先入国を可能にするなど関連制
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度を改善しなくてはならない 8」と勧告した。法務部は、一家が入国許可要件を満たしておらず、入国を特別に許可する

追加事由もないため、入国を許可できないとの立場を表明したが、人権委員会は難民申請中の児童の入国を検討しないこ

とは、子どもの権利条約に符合しないと指摘した。また、保健衛生上の問題が起こりうる空港ターミナルや出国待機室は、

「子どもの権利条約で規定された児童の教育権、健康権を含む発達権が保証されにくい環境である」と指摘し、改善を求

めた 9。 

 国家人権委員会は、国内の難民問題に関して①難民申請者の手続き的権利保障、②空港での申請者に対する不許容事由

の最小化、③不許容決定についての異議申し立て手続きの新設、及び空港で収容された申請者の基本的処遇の保障、④児

童の利益を最優先に考慮し、入国を可能にする関連法令及び制度の改善などの勧告を出した 10。人権委員会の勧告には法

的拘束力はなく、実施されないケースも多いが、文在寅大統領は、人権委員会の勧告の実施率を上げる取り組みを行って

いる。難民を取り巻く状況が急激に改善されることは難しいとしても、人権委員会の勧告により今後改善される余地があ

る。 

 

3．イエメン難民と世論 

 

 2018 年、韓国の済州島で 490 件の難民申請が行われた。難民申請者はイエメン出身であり、大半は長期化する内戦か

ら避難してきた。申請の結果が確定する前に、韓国から出国した「出国者」を除いた 470 名中、2 名が難民認定され、412

名に人道配慮が出された。認定難民がわずか 2 名であったことに対して難民支援団体からは抗議の声が上がった。一方、

イエメン難民の流入をきっかけに、韓国では難民に否定的な意見が増加した。文在寅政権発足以降、国民の意見を聞くた

めにウェブ上に設置された「国民請願」には、済州島のイエメン難民による、難民制度の誤用・濫用や文化的摩擦などを

懸念した内容の請願が投稿 11 され、1 カ月間で 71 万筆の署名を集めた。 

 

4．難民法改正と憲法改正議論 

 

 2017 年、国家人権委員会は憲法に亡命権を新設し、その権利を法律で保証して難民を保護するための憲法改正を提案

した。同年、国会の憲法改正特別委員会を中心に、憲法で定められた基本権の主体を「国民」から「人」に拡大し、外国

人の権利を拡大しようする議論が行われた 12。現在まで憲法改正は行われていないものの、この際「亡命権」の新設も併

せて検討された。 

 一方、2019 年 3 月に法務部長官は、難民法の濫用・誤用を防ぐための法改正を目指すと発表した。ナンセンは、法案

は難民申請者を不当に不法な地位に追いやり、送還を容易にするための措置だと指摘し、イエメン難民の流入に対する世

論と難民排斥派に迎合したポピュリズム的対応だと批判している 13。 

 

5．難民審査課の創設 

 

 2019 年 9 月 5 日、法務部は異議申請に関する業務を担う難民審査課を新設することを発表した。難民審査課は既存の

難民課から難民委員会を分離したものである。これにより、審査の専門性の強化、調査人員の増員による審査期間の短縮

が期待される 14。2017 年には 9,942 件の難民申請数に対して、難民審査員はわずか 38 名であったが難民審査に関わる

人員不足も改善されつつある。法務部は難民審査員・通訳の人員を 2019 年 3 月までに 65 人、同年末までに 91 人に増員

する計画を発表し、2020 年 6 月現在では 93 名まで増加した 15。しかし、ソウル出入国外国人庁の関係者は、増員後も難

民審査員が圧倒的に足りないと述べている。 

 韓国では人権委員会の勧告や、難民審査課の新設、審査員増員などにより、難民を取り巻く状況に改善の兆しがみられ

る。一方で、イエメン難民の流入以降、難民に対して否定的な世論の高まりを受け、難民制度の誤用・濫用対策に注力す

る政府姿勢も見られる。また、因果関係は明らかでないものの、難民に反対する世論の高まりが庇護数の減少を招いてい

るという指摘もある。 
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